
企業版ふるさと納税は、国の認定を受けた福岡県の地方創生プロジェクト

に対し、民間企業の皆様が１０万円以上の寄附を行った場合に、税制上の

優遇措置が受けられる制度です。

最大で寄附額の９割相当の税額が軽減されます。

福岡県 企業版ふるさと納税 検索
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ふるさと納税福岡県  
企業版

制度の概要

企業様にとってのメリット

社会貢献による貴社の
イメージアップ

福岡県の地方創生の取組みを

応援する企業としてのＰＲ

効果が期待できます。

【ＳＤＧｓの達成など】

県ホームページ等で
貴社についてご紹介

寄附をいただいた企業様に

ついては、県のホームページ等

で貴社のご紹介を行っています。

多種多様なメニュー
から寄附事業を選べる

福岡県が実施する多種多様な

地方創生事業から、貴社が

興味のある分野の事業を

ご紹介します。

制度活用の留意事項

○１回あたり１０万円以上の寄附が制度の対象となります。

○寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。

○本社が福岡県に所在する法人の寄附は、制度対象外となります。

福岡県企業版ふるさと納税
ホームページアドレス
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents
/kigyouban-furusatonouzeinitsuite.html

寄附の流れ

寄附の検討
・申し出

•寄附をしたい事業をご検討ください。

•寄附を希望する事業が決まりましたら、下記の連絡先にお問い合わせください。

後日、寄附の申し出書をご提出いただきます。

寄附金の
払い込み

•納付書を送付しますので、寄附金の払い込みをお願いいたします。

受領証
の発行

•寄附金の払い込みが確認できましたら、受領書を送付いたします。

税の申告

•送付しました受領書をもって、確定申告を行ってください。

税額控除について

損金算入による

軽減効果

約３割

税額控除

※法人住民税+法人税（４割）

法人事業税（２割） ６割

企業負担

約１割

通常の寄附

企業版ふるさと納税を活用した寄附

寄附額

通常の損金算入による軽減効果（寄附額の約３割）と合わせて、最大で寄附額の約９割が軽減され、
企業の実質的な負担は約１割となります。詳しくは、ホームページをご覧ください。
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